
　　　　「経済自立５ヵ年計画」の成立（4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅井良夫

８　財政金融部会と「1兆円予算」

　（1）緊縮財政の堅持か拡大均衡か

緊縮政策への批判　1954年後半から55年にかけて急速に金融緩和が進

み，1956年初めには市中銀行の日銀借入残高は，若干の貿易関係の優遇

貸出を除いて，ゼロとなった（図9）。こうした状態は当時，「金融正常化」

と呼ばれた。しかし，これは一時的な現象にとどまり，1957年にはオー

バー・ローンは復活する。「経済自立５ヵ年計画」が策定された1955年は，

ちょうど，この一時的なオーバー・ローンの解消期であった。

図９　日銀貸出残高の推移
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　この年には，1952年から54年にかけて盛んであったオーバー・ローン

是正をめぐる議論1）は影をひそめた2）。それに代わって焦点となったのは，

財政投融資であった。

　1954年度に財政緊縮政策（「1兆円予算」）が採られ，財政投融資の規模

も抑えられたが，1954年後半から国際収支が好転してくると，産業の近

代化のために積極的な政府による投融資を求める声が高まった。こうした

なかで，「1兆円予算」を堅持しようとする大蔵省と，財政投融資の拡大

を突破口にして積極政策への転換を目指す野党の自由党および，産業政策

の充実や公共事業の拡大を唱える通産省，建設省などの省庁との間の，対

立，駆け引きが活発化した。

　財政投融資制度が正式に発足しだのは，財政投融資計画が国会に提出さ

れるようになった1953（昭和28）年度であるとされる。しかし，初期の財
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図10　財政投融資使途別（1946-62年度）

政投融資には，その前身である資金運用部資金と見返資金の２つの政府資

金の特徴が強く反映されていた。発足当初の財政投融資の，地方債引受け

と主要産業の設備投資のための資金供給を中心とした資金運用は，資金運

用部資金が地方債に運用され，見返資金が主として主要産業の設備投資に

向けられていたのを引き継いだものである。その後1950年代を通じて，

運用先は公共事業や中小企業などの政策的分野が拡大し，地方債と主要産

業への運用は漸減して行った（図10）。

　1952～53年度には積極財政政策がとられた。講和条約発効後の1952（昭

和27）年度補正予算では，政府はドッジ・ライン以来の均衡財政政策の修

正に踏み切り，さらに1953年度の予算編成に際しては，「財政収支の総合

的均衡方式」を放棄した。財政投融資の役割が重視され，「財政による投

融資を拡充積極化して基礎生産力の強化と経済基盤の確立を促進し，特に

国際競争力の充実と国内自給の向上を図らねばならない」とされた3）。こ
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図11　財政投融資の計画と実績（1953-60年度）

うした方針に沿って，1952年度から53年度にかけて，蓄積財源の投入，

国債の発行（1952年度，国民貯蓄債券，1953年度，特別減税国債の発行）4），産

業投資特別会計の設置（1953年８月１日）などにより，財政投融資の積極

化が図られた。

　このように財政投融資制度は，積極財政政策のもとで発足したが，翌

1954年度には一転して，緊縮型の「1兆円予算」が組まれ，早くも財政投

融資の見直しが俎上に上った。とくに，民間投資を誘発し乗数効果の大き

い財政投融資は，前年度よりも大幅に削減された5）。当初計画で見る

と，1953年度の3,228億円から，1954年度の2,820億円へ，12.6％も削
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減されたのである（図11）。

　1955（昭和30）年度には，国際収支が好転するなかで，緊縮政策の緩和

と，拡大均衡政策への転換が争点となった。

　大蔵省は，1955年度を，経済合理化を図り，国際競争力を強化する「地

固め」の年であると位置付け，緊縮政策を持続する方針であった。 1954

年12月28日，大蔵省が閣議に提出した1955（昭和30）年度の「予算大綱

の骨子」は，一般会計の枠を１兆円以内とすること，財政投融資を前年度

程度に止めること，公債は発行せず蓄積資金の使用も抑えることを掲げ

た６）。

　これに対し，拡大均衡政策に転換すべきであるとする通産省の当局者は，

大蔵省の財政投融資方針を，つぎのように批判した7）。

　「財政投融資の総量を増加させればインフレになるという説」は正しく

ない。緊縮政策は，1954年のように，「デフレ政策がなくともすでに鉱工

業部門の投資活動は下火になる状況にあった際の政策理論としては，全然

妥当性のないものであったと思う。」まして，1955年のように投資活動要

因の弱い状況においては，「財政投資額を増加させても何等インフレ的作

用を及ぼさぬのみか，その額を1954年なみに止めることは輸出産業・基

礎産業の合理化を停滞させる弊害を残すだけだといってよい。」

通産省の要求　通産省は，1954年半ば以降の設備投資の減少は，国際競

争力の面から懸念される事態であり，この際，拡大均衡政策が必要だと主

張した。通産省は，1955（昭和30）年度の通産省関係の財政投融資として

1,600億円を要求した8）。

　1955年４月２日の閣議に提出された1955年度の財政投融資計画の総額
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は，1954年度の実行計画よりも290億円多い3,140億円9)，そのうち通産

省関係分は1,081億円であった9)。通産省は，この予算額では｢6ヵ年計

画｣の実行は不可能だと強く反発し，復活折衝を行った１Ｏ）。

　4月９日，石橋通産相は一万田蔵相に対し，通産省関係予算の増額と，

経済政策の拡大均衡政策への転換を求めた。石橋は，緊縮政策により国際

収支の改善はすでに達成されたのだから，今後は合理化資金を投入して拡

大均衡を図らなければならないと述べ，日本開発銀行(以下，開銀と略す)

の資金を中心に財政投融資を135億円，増額することを求めた。また，財

政投融資の財源不足は，日銀引受けによる輸出大銀行債の発行により補う

べきだとした11)。

　しかし，大幅な予算の復活が認められる可能性がないと見た通産省は，

つぎのような財政投融資の重点化と，民間資金の活用の方策を構想した12)。

①　開銀資金の効果的利用

　(ｲ）開銀資金は，電力，石炭，鉄鋼の３大基幹産業に重点投入する。

　(口)その他の産業については，開銀融資は市中融資の呼び水程度とし，市

　　中融資を活用する。

　（ハ）新規産業については開銀資金を融資するが，開銀法が改正され，開銀

　　の株式保有が可能となった際には，株式に振替える。

②民間資金利用の計画化

　(ｲ)預金その他の形で蓄積された民間資金を国家的にみて必要な部門へ重

　　点的に役人する。

　(口)そのために，経済審議庁のなかに，官庁，金融界，産業界の代表から

　　なる投資協議会を設ける13)。
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　（ハ）興銀，長銀に対する政府の指導を強化し，開銀に準じて設備資金の選

　　択融資に協力させる。

　（ニ）社債市場を拡大する。

　この通産省の構想は，郵便貯金の伸び悩みにより財政投融資の原資が不

足しているため，開銀資金の大幅な増大が望めない現状を踏まえ，財政投

融資の重点化と市中金融機関の融資に対するコントロールの強化を企図す

るものであった。

経済審議庁の投資協議会案　経済審議庁も，長期経済計画の確実な実行を

担保するためには，重要産業への資金の計画的配分が不可欠だと考えてい

た。

　「経済自立５ヵ年計画」策定の出発点となった「長期総合経済計画大綱

（案）」（1955年１月11日）は，「民間において蓄積された資金が基礎産業，

輸出適格産業等重要産業の資金として供給されることを確保するため所要

の限度において資金の流れを規制するの外，財政投融資の確保並びにその

重点的配分について強力にして効果的な方法をとることが必要である」と

述べていた14）。

　また，1955年３月10日に経済審議会が提出した「経済６ヵ年計画につ

いての意見書」も，投資の重点化・計画化のための投資委員会の設置，石

炭，鉄鋼などに対する合理化促進法の制定と財政投融資の確保を掲げた15）。

　経済審議庁は，「6ヵ年計画」に沿って毎年の投資の基本方針を決める

ために，「投資協議会」を設置することを考えた16）。この協議会を，経済

審議庁が幹事役を勤め，関係各省，金融界，産業界の代表により構成され

る諮問機関にする意向であった。
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　自由党の拡大均衡論と大蔵省の緊縮財政論　自由党は，一般会計について

　は緊縮財政を堅持すると言明したが，重要産業への財政投融資については，

　開銀債などの政府関係機関債を発行して財源を求める方針を掲げ，拡大均

　衡論を主張した。また，重要産業への資金供給は，関係官庁，長期金融機

　関等からなる投資協議会を設置して規制する必要があるとした17）。

　1955年度の予算審議は，解散，総選挙があり，大幅に遅れた。２月に実

施された総選挙では「鳩山ブーム」に乗って与党の民主党は大幅に議席を

伸ばしたものの，過半数には遠く及ばなかった（議席は，民主党185,自由

党112,左派社会党89，右派社会党67，その他14）。民主党は，自由党の協力

を仰ぐため，妥協を余儀なくされた18）。

　1955年３月22日に予算編成方針が閣議決定され，大蔵省による概算査

定，復活折衝を経て，４月25日に政府予算案が国会に提出された。 1955

’年度の予算成立をめぐっては，緊縮政策の継続論に立つ大蔵省と，積極政

策への転換を訴える自由党とが両極にあった。与党である民主党は，大蔵

省寄りの緊縮財政論に立ち，通産省は，自由党に近い積極財政論を唱えた。

　大蔵省と自由党の主張の違いは，塩谷忠男大蔵大臣官房調査課長の（一

兆円予算の論理」19）と，それに対する自由党政務調査会の石川通の批判「一

兆円予算の『非』論理」2o）に，よく現れているので，それらを見ておきた

い。

　塩谷は，「現在の経済情勢は基調そのものはデフレ的であるが，経済の

実態面が充分安定した基礎の上で合理化されていないので，財政金融引締

めの基調が変化すればこれらの不合理面が表面化して，容易にインフレ化
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する危険をもっている」と述べ，「一兆円予算」の堅持を訴えた。「財政は

所得効果としては直接的であり，消費的である。したがって，財政面のイ

ンフレ要因は極めて大きい影響をもち，金融面でこれを是正することは困

難な場合が多い」と，財政支出の消費的（インフレ的）側面を強調し，生

産面に与える効果は評価しなかった。

　塩谷によれば，「国際的にも輸出競争に耐え，日本経済の拡大にも寄与

する」ような産業の合理化は，「デフレ基調において始めて達成し得る」

のであり，「真の合理化投資」は，政府ではなく，民間資本によって実施

されるべきなのである。

　これに対して石川は，「緊縮政策の目的は一応達せられつつあるのであ

って，今や地固めから拡大均衡への前進的積極策が講じられてよい時期に

到達した」と主張した。そして，「経済の拡大と民生の安定のためには予

算規模は健全財政を堅持しつつ積極政策を遂行すべき」だとする。そのた

めには，「民間の蓄積の一部を，国が自由にどしどし経済拡大均衡のため

に必要な部門に流せるような措置」が講じられなければならない。その具

体策として石川が提案したのは，民間金融機関の増加預金の一部を「国家

資金」に転換するための公債発行であった。

　民間預金を公債により吸収し，財政投融資に向けるというこの構想は，

吉田内閣の時に実施した「特別減税国債」（1953年度発行，総額141億円）

に類似していた。

　（2）「産業投資公債」と「資金運用調整法案」

自由党の「産業投資公債」案　経済の拡大均衡を図るために，予算の根本

的な編成替えが必要であるとする自由党は，５月25日の政調会で，総額

430億円にのぼる予算組替案を決定した。この案は，約400億円の産業投

資公債の発行により，財政投融資原資を調達する構想が核となっており，

つぎのような内容であった21）。
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①経済の拡大均衡を達成するために「産業投融資促進法」（2年間の時限立

法）を制定し，銀行の預金増加量の15% (約430億円）に相当する「産業

投資公債」を発行し，財政投融資資金に活用する。

②一般会計の規模は政府原案の9,996億円よりも103億円圧縮して,9,893

億円とする。

③国民の負担軽減，資本蓄積促進の観点から，所得税，法人税の計173億

円の減税を行う。

　民主党は，1955年度予算編成方針で公債を発行しないと明言しており，

産業投資公債の発行には基本的には反対であった22）。

　しかし，民主党のなかには，石橋通産相のような積極論者もおり23)「自

由党案を中心に民自共同組替案を作って将来の保守合同に備え」るべきだ

とする意見もあった。それにもかかわらず，一万田蔵相は公債の発行には

強硬に反対した。５月28日，一万田蔵相は鳩山首相に対して，「産業投融

資公債発行はインフレの危険をはらみ受入れるべきではない」と進言し，

妥協論に釘をさした24）。

　結局，民主党は，大蔵省の公債反対論や経済界の公債発行慎重論を後ろ

盾にして，公債発行には反対を貫き，予算増額を一部認めるという形での

妥協の道を探った。すなわち，民主党の組替え案の半分の215億円の増額

（うち財政投融資は40億円増）を認めることで妥協が図られた25）。

　6月３日に成立した両党の協定の内容は以下のとおりである26）。
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１　原則として財政投融資資金を租税にて負担せしむべきではない。

２　減税措置により国民貯蓄の増強を図る。

３　経済自立体制を確立するため財政投融資の量の増額を図る。

４　増加預貯金の一定割合を財政投融資資金に活用する方法として

　(ｲ)資金委員会を置く。

　(口)預金増加量の一定割合を確保して，これを重点産業等に配分するのは，右委員

　　会に諮問して政府が決定するものとする。

　（ハ）増加預貯金の一定割合を確保する方法として，金融機関は，公債または金融債

　　の保有その他大蔵大臣の指定する方途に運用せしめる。

　(ニ)以上の目的を達成するため，必要な法的措置を講ずる。

　(ホ)右委員会の発足の明細は，経済界の情勢を察し政府が決定する。

　こうして妥協が成立したので，予算案は民主・自由画党の一部共同修正

を経て，７月１日に参議院で可決，成立した。 1955年度には公債発行は行

わないと決定したが，その代り，市中金融機関の資金を，政策目的に誘導

するための制度が設けられることなった。

｢資金運用調整法案｣重要産業へ資金を確実に流すために，政府が民間金

融機関を規制することは，本来は民主党(改進党)の主張であった。

　民主党は，前身の改進党の時の1953年から，政府による資金の計画的

配分の構想を持っていた。 1953年12月の｢自立経済五ヵ年計画要綱｣で

は，｢投資計画委員会｣の設置を提唱していた27)。鳩山政権成立により与

党となった後も，この政策を掲げ，たとえば，1954年12月24日の｢三

十年度予算に関連する緊急政策大綱(第一次案)」２８)では，｢産業投融資の

適正を期すため，内閣に投融資委員会を設置して政府資金財政投資，民間
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の設備資金，其の他に総合的基本計画を策定するとともにその実施につき

各機関の運用を規制する」と謳った。

　また，すでに見たように，通産省や経済企画庁も，類似の構想を持って

いた。また，社会党も，「資金計画委員会」の設置を提唱していた29）。反

対を表明したのは，大蔵省と市中銀行であった。

　1955年７月初めまでに，前記の民主・自由両党の諒解にもとづいて，

大蔵省は，重要産業の長期資金調達のため，金融機関に対し預金増加額の

一定割合を金融債などの債券に運用することを強制する法案（「金融機関の

資金運用の調整のための臨時措置に関する法律案」，略称「資金運用調整法案」，通

称［資金委員会法案］）を作成した。

　この法案の要綱には，「この法律は，緊要な産業の長期資金の調達を円

滑にし，もって長期経済計画の推進に資するため必要があると認められる

場合において，金融機関の資金の運用を調整し，国民経済の健全な発展に

寄与することを目的とする」と謳っており，長期経済計画との関連が示唆

されている3o）。

　「資金運用調整法案」は，７月23日に衆議院に提出された。その主な内

容は，以下の通りである31）。

①大蔵大臣は金融機関に対して，金融機関の預金増加の総額の一定割合

（その率は大蔵大臣が定めるが，その範囲は上限20％とする）までを特定の債券

に運用するよう命じることができる。

②特定の債券とは，（ｲ）長期信用銀行，農林中央金庫，商工組合中央金庫の

金融債，（口）鉄道債券，電信電話債券，（ハ）政令で定める事業を営む法人の発
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行する債券，（ニ）国債・地方債である。

③金融機関の資金運用に関する基本方針を審議するために，「金融機関資

金運用審議会」（大蔵大臣の諮問機関）を設置する。

④この法律は２年間の時限立法とする。

　金融正常化に逆行するとしてこの法案に否定的であった大蔵省は，法案

が可決されても，実行をサボタージュするつもりであった32）。財界諸団体

　（経団連，日本商工会議所，経済同友会）も，統制的色彩が濃いとして強く反

対した33）。

　経団連は，「6ヵ年計画の具体化を進めて今後における産業の計画なら

びにこれに対応する投資の計画・目標を明かにし，長期産業資金の調達な

らびに配分の目途を明示して，これに対し金融機関が協力する体制を自主

的にとることを先決とすべきであって，直ちに今回の立法の如き法的強制

に訴えるべきではない」と主張した34）。

　大蔵省は，この法律が国債発行の道を拓くことを懸念し，経済界は，政

府や政党の民間金融機関への介入を嫌ったのである。

　結局，この法案は７月29日に衆議院を通過したものの，７月30日に国

会閉会のために廃案となった。

　（3）長期産業資金の供給をめぐる諸見解

長期資金供給問題の背景　大蔵省の『銀行局金融年報』（1956年度版）は，

「戦後の荒廃からの立直りも漸く一段階を告げ，経済の正常化が大幅に進

んで，資金の需給も緩和されつつあるような時に当って，金融機関の資金

を統制しようとする立法が行われようとしたことは，経済の論理からは理
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解し難い」と述べ，「資金委員会法案」を，もっぱら政治的な意図から生

れた法案だと批判している35）。

　しかし，「資金委員会法案」をめぐる議論を，たんなる政治的なかけひ

きと見なすことは一面的である。それは，戦後復興が一応終った1950年

代半ばという段階における，新たな産業資金の供給システムの形成と，そ

れにともなう利害の調整の過程と見ることができる。

　1951年３月日本開発銀行法の公布，同年４月，大蔵省預全部の資金運

用部への改組，1952年６月長期信用銀行法の公布，1953年財政投融資計

画の発足，同年８月産業投資特別会計法の公布など，1950年代前半には，

金融制度の大規模な改革が実現した。しかし，枠組みは出来たものの，長

期産業資金についての制度運用面での合意は形成されていなかった。政策

思想のレべルでは，産業金融に果す政府の役割についての評価に大きな食

い違いが存在していた。また，都市銀行，長期信用銀行，政府金融機関，

資金運用部の間の利害関係が未調整であった。

　一方において，1954年の外貨危機を契機に，政府資金主導の産業投融

資から民間金融機関主体の資金供給システムヘの転換と，均衡財政にもと

づく通貨安定の維持を重視する考え方が台頭した。また，他方では，産業

合理化投資を推進する立場から，民間金融機関の自主性に委ねておいては

必要な産業部門に資金が円滑に流れないので，なんらかの産業資金の規制

を行い，基幹産業や新規育成産業に対して積極的に財政資金を投入する必

要があるという主張が存在した。

全国銀行協会連合会の見解　前者の考えをもっとも鮮明に主張したのは市

中銀行の団体である全国銀行協会連合会（以下，金銀協と略す）であった。

　金銀協金融問題調査委員会は，「財政投資の在り方について」（1955年４

月）３６）を発表し，つぎのような見解を示した。
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①財政投融資は過剰投資を引き起こしやすい。ドッジ・ライン以降1954

年度予算案審議までの時期には，「基幹産業に対する重点的財政投資を通

じて，我国産業の合理化や物価の引下げをはかることに」重点が置かれた

が，財政投資の額が過大となり，「個別的には合理化やコスト引下げのた

めの投資であっても全体としては過剰投資やインフレを招来」する結果と

なった。

②また，大規模な財政投資が行われれば，民間貯蓄と資本市場の発展が阻

害され，「産業資金供給全体からみれば却って減少を招く惧れが多分にあ

る」。今後の開銀は，「質的補完」（経済的な点から民間金融機関は供給できな

いが，国家的見地から見て重要な産業資金の供給）に重点を置くべきであり，

また，資金運用部資金に余裕が生じれば，金融債の引き受けによって「民

間に還元」するのが望ましい。

③「経済的合理性を貫徹」するためには，財政投資の資金は金融的方法

（郵便貯金，簡易保険，郵便年金など）に限定すべきであり，租税や専売益金

を投入すべきではない。また，開銀債の発行は，市中消化を図ろうとすれ

ば「正常な民間金融を圧迫すること」になり，日銀引受で発行すれば，イ

ンフレをもたらすので，「いかなる角度からみても好ましくない。」

　これより前の1953年９月に，全国銀行協会連合会は，「日本開発銀行に

ついて」と題する調査報告を発表した37）。そこでは，民間金融機関，とく

に長期信用銀行との競合が問題とされた。金銀協は，民間金融機関の利益

を擁護する立場から，開銀の資金運用部からの借入が，資金運用部による
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金融債引受けを圧迫しないようにすべきであり，また，開銀債の発行も，

金融債の市中消化を圧迫するので好ましくないと主張した。資金運用面で

は，民間長期資金が不足している現状では，ある程度の「量的補完」業務

（民間資金の不足を量的に補う業務）もやむを得ないが，漸次，「質的補完」

に重点を置くべきだとした38）。

フェビアン研究所の見解　同じく経済安定を重視し，産業資金は主として

民間金融機関が供給すべきであるという見解をとりながらも，財政投融資

は「質的補完」機能も担うべきではないと主張したのが，1954年10月に

発表された日本フェビアン研究所報告「日本経済自立の構想」39）である。

　この報告書は，有澤広巳，稲葉秀三，大内力，木村健康，鈴木武雄，都

留重人の６名が執筆し，社会民主主義的な立場から，吉田内閣の政策を批

判する意図を持っており，財政金融面では，「自立経済達成の課題は，ま

ず通貨の安定とその信任回復への努力に重点を指向しなければならない」

という安定重視の立場に立っていた。

　この報告書は，「資本主義的大企業は，それが私企業として存続する限

り，財政資金に依存すべきでなく，自己資金ないし民間の他人資金調達に
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努力せしむべきであ」り，「財政投資その他財政資金を直接に投入しなけ

れば，私企業として成立しないような大企業で，しかも産業政策上国家的

に保護を必要とするものは，むしろこれを国有化すべきである」とした。

「民間融資についてはもちろん，財政投資についても，金融の質的統制を

もって産業面ないし物的実態面の直接統制の代りをさせるべきではない」

という考え方をとった。そこから，開銀，輸銀等の資金は，自己資金と産

業投資特別会計（見返資金継水分のみ）に限り，資金運用部資金を充当すべ

きではないという，財政と金融との完全分離論，開銀・輪銀の実質的廃止

論が導き出される。

日本開発銀行の反論　金銀協の「財政投資の在り方」に対する開銀側から

の反論は，つぎの通りである4o）。

①1953年の過剰投資の原因は，財政投融資ではなく，朝鮮「動乱ブーム

を起点とし，特需の継続を期待した企業家側の投資意欲の旺盛に求められ

ねばなら」ない。

②金融を民間金融機関に任せておけば，過剰投資が起きないという保証は

ない。

③開銀の任務が「質的補完」の役割にあるという主張には同意するが，個々

のケースにおいては，「量的補完」と「質的補完」との区別は困難である。

④資金運用部の資金を，金融債の引受けなどを通じて民間に還元すべきと

いう議論には反対である。資金運用部資金は，政府が「総合的な産業政策」

のもとに配分を決めるべきである。

⑤金銀協の意見には，「戦後の過渡期を経過した現段階では，財政投資の

役割りのごときは次第に終りに近づきつつあるという見解が潜んでいるよ
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うに思われる」が，これには反対である。戦後世界では，「経済組織の高

度化に伴って，かなり恒久的な意味での国家資本の補完活動が必至になっ

ている。」経済審議会の「6ヵ年計画」などもこの必要から生まれたもので

ある。また，現存の民間金融機関は，長期の貸付資本を充分に供給できな

い。長期信用銀行の金融債も償還期間が３年であり，せいぜい５年程度の

中期貸付しかできない41）。

通産省の見解　通産省の見解は，基本的には日本開発銀行と同じであった。

　金銀協の「財政投資のあり方について」に反論して，つぎのような点を

指摘している42）。

　財政資金によって充足されてきた産業資金には，①「社会政策的見地」

にもとづいて供給される資金，②「特殊の国家目的ないし産業政策的見

地」から供給される資金，③戦後の資本蓄積の不足を補完する目的の投資，

の３種類がある。①，②は今後も財政資金に待たなければならないだけで

なく，長期設備資金は「まだきわめて貧弱」なので，③についても相当の

額の財政投融資を確保する必要がある。

　開銀の融資を「金融ベース」43）に乗せるべきだという議論があるが，復

興金融金庫の轍を踏まないためには，このような配慮も必要であるとはい

え，開銀は国家の要請に基く投資を行うのであるから，長期信用銀行と同

じではない。

　1953年の過剰投資の反省から，設備投資を不健全なものとみなすよう

な傾向もあるが，「設備投資は産業活動の基盤であり，これが活発になる

ことは喜ぶべき現象」である。自由経済の下においては，ある程度の過剰
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投資もやむをえない。

　財政投融資の資金を資金運用部資金に求めるのは，財政的手段（一般会

計からの支出など）でなく，金融的手段によって財源を求めるという見地か

ら正しい方法である。こうした点では，資金運用部が，公共投資と一体的

な関係にある地方債を引き受けるのは問題である。

　（4）財政懇談会と大蔵省

財政懇談会の設置　一万田蔵相は，1955年８月２日，財政の基本政策に

ついて広く民間の意見を求めるために，大蔵大臣の諮問機関として財政懇

談会を設けた44）。

　蔵相が財政審議会を設けた意図は，1956（昭和31）年度予算案の編成を

機として，民主・自由両党内に，「インフレふくみの積極財政の展開を期

待する機運がかなり根強くなってきたので」，来年度の予算編成に当るに

際して，世論づくりをして，「放漫財政」の要求を抑えることにあったと

される45）。大蔵省は，この懇談会が，「1兆円予算」の堅持，公債の不発

行，公共事業の効率化，財政投融資の削減などの大蔵省の方針をバック・

アップすることを期待したのである46）。

　また，来年度の予算への対策という意味だけでなく，ちょうど審議が始

まろうとしていた「6ヵ年計画」への牽制の意味もあった47）。
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　25名の学識経験者が委員として任命され，渋沢敬三（元蔵相，国際電信

電話社長）が会長に互選された（表30）。財政懇談会は，８月22日に第１

回の会合を待ち，中間報告を５回に分けて出した後，12月14日に最終報

告を提出した48）。

　この懇談会は終始，大蔵省事務当局の強いイニシアティブのもとで進め

られた。

　８月31日の財政懇談会において，大蔵省事務当局はつぎのように，緊

縮財政の堅持を強調した49）。

　「世論の強い支持の下に昭和二十八年以来実施せられてきた金融引締め

と財政膨張の抑制を主軸とするいわゆる『経済健全化政策』は，今日まで

にわが国に対して著しい改善の効果を収めて来た。」「過去一年半にわたり

倒産，失業等の困窮を生み，国民一般の刻苦耐乏によってようやく今日ま

でに効果を収めて来た健全化政策を，所期の目的を達成せしめずして中絶

し，再びインフレヘ，しかして更に国際収支の赤字によるデフレヘと経済

を波動せしめるに至ることは絶対に避けなければならない。」

　９月14日に発表された財政懇談会中間報告の総論は，「大蔵省も驚くほ

どの渋い線」と新聞に評されたように５0）,大蔵省の見解に忠実に沿い，緊

縮財政堅持を強調した内容であった。
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表30　財政懇談会の委員

　中間報告の総論が示した５つの原則は，つぎの通りであった51)。

1　通貨価値の安定を確保し，１ドル360円の為替レートの堅持する。経

　済健全化政策は，緩和すべきでない。

２　中央・地方の財政規模を抑制する。一般会計予算は，１兆円以内に抑
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　えるよう努力する。

3　1956（昭和31）年度は，公債は発行しない。開銀債，輸銀債も発行し

　ない。

４　財政投融資は，金融正常化の促進により，できるだけ民間資金に切り

　換える。

５　地方財政の再建を図る。

公共事業費の総花性批判　大蔵省は，「1兆円予算」の初年度の1954（昭

和29）年度予算編成の際から，公共事業費の「総花的傾向」による非効率

を問題とし52)新規事業の不採択，継続事業の予算配分の重点化などの措

置を講じていた。 1955年度の予算編成方針においても，「公共事業費およ

び食糧増産対策費については，継続事業についても，極力その重点化およ

び事業費の圧縮をはかるとともに，新規事業については，前年度と同様，

原則として採択しない」との方針が掲げられた53）。

　しかし，公共事業費等の削減は，大蔵省の思惑通りには進まなかったの

で，財政懇談会において，公共事業費等の削減を主要な問題の１つとして

取り上げ，キャンペーン効果も狙ったのである。

　大蔵省主計局が財政懇談会に提出したレポート「公共事業の総花性によ

る弊害について」は，公共事業の問題点として，①公共事業の規模が予算

規模に比して過大であること，②事業計画の調査設計が不充分であるため

に計画変更が頻繁であり，事業費が当初の計画よりも著しく膨らむ傾向が

あること，③工事の規模が零細であり，能率が悪いことなどを指摘した54）。

　公共事業費等のうち，とりわけ問題とされたのは，食糧増産対策事業と
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治山治水事業であった。

　大蔵省の事務当局が財政懇談会に提出した「日本の財政一現状と問題

点-」は，とくに「食糧増産と治山治水」をとりあげ，つぎのように述

べた55）。

　経済自立はつねに国際収支の均衡という条件を忘れては考えられない。したがっ

て，今日のように輸入総額の1/4にもなる食糧輸入が継続的に存在することは経済

の自立にとって容易ならぬ問題である。さりとてこれを国内で自給することはコス

トの面からみても所要資金からみても可能なことではない。外貨事情が許せばむし

ろ輸入に依存することを得策とする而もあろう。食糧増産のための国の負担は今後

とも増加するであろうが，いずれの場合においても輸入と自給の調整については深

く考えてみる必要がある。同時に経費の使用がもっと効率的に行われることに関心

を注ぐべきだと考える。

　治山治水についてもその必要性についてはもとより，異論はない。問題は資金の

効率と経済力との均衡の二つの面からとりあげる必要があるということである。

　以上の意味から食糧増産とか治山，治水事業が単に投資的支出という意味で是認

されるならばそれは大きな誤りをおかすことになろう。

　食糧増産対策については，すでに具体的に述べたので56）,治山治水事業

について簡単に触れておきたい。

　戦時の荒廃からの河川の改修は1949年以降，国土復興の重点施策であ

ったが，とくに1953年に，梅雨前線豪雨による水害，台風13号による大

きな被害が発生したことを契機に，重点が置かれることなった。

　1953年７月，内閣に治山治水対策協議会が設置され，同年10月16日

に「治山治水基本対策要綱」が同協議会において決定された。これは，10
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カ年の治山治水計画であったが，積み上げ作業によって計画を作成したた

めに，総額は１兆1,692億円という巨額に上った。政府内の意見の一致を

みることができず，閣議決定に至らなかった57）。「計画の内容は主として

技術的な画からみた理想計画に近く，当時の財政状況からみれば到底10

ヵ年で完成し得るというようなものではなかった」58）とされる。

　大蔵省は，この肥大化した治山治水事業費に大鉈を振るおうとしたので

ある。

大蔵省の財政投融資の民間への肩代わり論　　大蔵省は,財政懇談会に「主

要産業における財政投資とその効果」（1955年９月10日）と題する調査を

提出した。この調査は，産業に対する財政投融資の役割の再検討を求め

た59）。

　「産業に対する財政投資は，本来民間資金に対する補完的役割にとどま

るべきものである。しかし，戦後の実情をかえりみると，財政資金がむし

ろ主導的な役割を占めてきた場合が多く，且つそれによって投資の効果を

あげてきた。それは経済復興における傾斜生産方式とか産業の見透し難，

ないし民間資金の量的不足と金利高が存在したからである。今後経済全般

の正常化が進められる場合，従来のような財政投資のやり方をそのまま継

続すべきかどうかについては充分な検討を必要とするであろう。」

　一万田蔵相も，９月７日に財政懇談会において，「財政投融資など財政

が金融的な役割を果している部分は次第に民間金融に移して行くことが必

要である」と発言した6o）。
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図12　日本開発銀行・日本輸出入銀行・長期信用銀行の資金運用残高

　財政投融資を，できるだけ民間金融機関の融資によって代替させ，財政

投融資および開銀の規模を縮小する一万田蔵相，大蔵省の路線は，開銀債

・輸銀債または産業公債の発行により資金を調達し，財政投融資を拡大す

る石橋通産相の構想とは，真っ向から対立するものであった。大蔵省

は，1955年頃には，長期設備投資資金の供給に関しては，開銀よりも長

期信用銀行を重視するようになっていたと思われる。 1960年代半ばまで

の，開銀・輸銀と長期信用銀行の資金運用額を比較すれば，長期信用銀行

の伸びが著しかったことがわかる。これは，大蔵省が長期信用銀行育成に

積極的であったことを間接的に裏付けるものである（図12）。開銀の資金

運用は，当初の４大産業（電力づ毎運・鉄鋼・石炭）中心から，1950年代末

までには，電力・海運２大産業重点に変化した（表31）。
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表31　日本開発銀行の業種別新規貸付高（基本計画分類）

財政懇談会「財政投融資に関する中間報告」（1955年11月２日）財政懇談

会は10月12日と19日の２回にわたり財政投融資問題を取り上げ，11月

２日に中間報告を採択した。

　10月12日の懇談会には，迫静二金銀協会員ら金融界の代表６名が参加

し，金融界は自主的に政府の投融資政策に協力する用意があること，さら

なる金利引下げが可能であること，公債発行には反対であることを言明し

た61）。こうして，大蔵省は市中銀行から，大蔵省の方針に協力するという

言質をとった。

　１１月２日に採択された財政懇談会の「財政投融資に関する中間報告」

は，大蔵省の方針を全面的に支持する内容であった62）。

－70－



　「中間報告」は，「民間金融本来の分野を回復するとともに，財政投融資

をして真に必要な質的補完の役割を営ましめ」ることが本来，原則である

べきだとし，民間資金の活用，緊急部門への重点的・効率的使用の方針を

示した。そして，この方針を達成するためには，①公債，特殊金融債の発

行を行わず，財政上の蓄積資金も使用しないこと，②金利を引下げるとと

もに，社債市場の再開に努めること，③企業の自己資金の調達を推進する

こと，④民間の投融資委員会等と協力して，資金供給の安定化につとめる

ことの４点が重要であるとした。

　日本開発銀行については，「四大産業重点主義」の「マンネリズム」63）

を反省するとして，つぎのような具体的方針が示された。

①電力：全体として金利負担が過重にならない範囲で，社債発行，借入金

などにより民間資金を活用する。

②海運：民間の協調融資比率を引き上げ，漸次，計画造船から自力造船に

移す。

③鉄鋼：ほぼ民間資金によってまかなう。

④石炭：合理化のための財政資金を供給する。

　その他の産業への融資は，極力，民間資金でまかない，電源開発（株）

についても，事情の許すかぎり民間資金の活用をはかるものとした。

　他方，日本輸出入銀行については，開銀融資の縮小化の方向とは逆に，

開銀への融資の削減分を回すことにより，輸銀の資金を増大させるという

輸銀重視の路線を示した。

　また，住宅資金は，逐次，生保資金などの民間資金に切り加え，中小企

業金融は，市中金融の積極的推進と組合金融の充実をはかるものとした。
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財政懇談会の答申　12月14日に提出された財政懇談会の答申64）は，９月

14日の中間報告を数行した内容であった。

　この答申は，現在の景気拡大の原因を，1954年秋以来の「経済健全化

政策」の成果と評価する。そして，「今後も経済健全化政策の基調を堅持

し，輸出の維持発展を通じて，経済の拡大傾向を伸長せしめることが必要

である」という認識に立って，財政規模の拡大防止，公債の不発行，財政

投融資の枠の不拡大，財政支出による失業対策の不拡大，外貨の蓄積の重

要性などを指摘した。

　そのなかで，「6ヵ年計画」との関連については，「民間資金による肩代

わりで生じた財政資金の余裕分を使用すれば，財政投融資の枠を拡大せし

めることなしに，６ヵ年計画に必要な財政資金は大体調達しうる。」財政

投融資は，「真に財政資金でなければ行い得ない重要部門ないし新規産業

に限定」し，「質的保管の本旨に還」るべきである。民間の設備投資は，

金融機関の自主的協力（金銀協の投融資委員会）に任せることが望ましく，

法的な規制（「資金委員会」）を設ける必要はないと述べた。

　（５）　経済審議会における財政問題の検討

財政金融部会「6ヵ年計画」を審議した経済審議会の財政金融部会にお

いても，公共事業費と財政投融資が議論の焦点となった。財政金融部会で

は，大蔵省がイニシアティブを発揮したが，他の省庁の強い抵抗のために，

大蔵省の主張が全面的に通ったわけではなかった65）。

　公共事業費に関して大蔵省は，「6ヵ年間の予算に対する既得権を与え

る恰好となることは厳に避くべきである」との見地から，公共事業費を歳
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入規模と同じ伸び率とし，１兆円に抑える事を主張した。これに対して，

農林省から食糧増産費は過少であり，この案に賛成できないという意見が

出て，最終調整が総合部会に持ち越された66）。総合部会でも両論が平行線

を辿り，最終答申に少数意見が併記された経緯はすでに見た67）。

　財政投融資に関しては，「6ヵ年計画」の原案（1955年８月）は，「財政

投融資の確保を図るとともに民間資本の蓄積を促進し，重要設備資金（長

期運転資金を含む）の確保を図ることが絶対必要である」68）と，財政投融資

の役割を強調していた。また，「計画を実行するためには増大する国家資

力を集中と計画に沿って配分することが必要である」と，資金の計画的配

分に言及していた69）。この原案は，経済企画庁の考え方を反映した案であ

る。

　部会答申では，「資金の調達にあたっては，まず民間資金の動員に期待

することとし，金融の正常化の促進と併行して企業の資本構成の是正と内

部留保の促進のための諸方策を強力に推進することに努めるべきである」

と，民間資金の動員が強調され，大蔵省に近い見解になった70）。

　しかし，この答申は，国民総生産の成長率よりも低いとはいえ，年率約

4％の財政投融資の増大を見込んだ点で，財政投融資の縮小を企図する大

蔵省の見解とは異なっている71）。大蔵省と通産省等との妥協の産物である

と言えよう72）。

　公債の発行については，答申には「健全財政を堅持する建前から国の一

般会計歳入の不足を補うための公債の発行は行わないものとする」73）と，
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表32「総合経済６ヵ年計画」答申が描いた財政規模

赤字公債の不発行が掲げられ，建設国債についても，その発行は「時々の

経済情勢に対応して検討されるべき問題」だとされ，大蔵省の主張通りと

なった74）。

　答申に盛られた一般会計および財政投融資の計画は表32，表33の通り

である。
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表33「総合経済６ヵ年計画」答申における財政投融資

建設交通部会と公共事業「経済自立５ヵ年計画」は，初めて，長期計画

の１部門として公共事業の計画を立てた。公共投資を，経済計画の重要な

柱としたのは，「新長期経済計画」（1957年12月）からであるとされるが75），

その出発点はさらにこの「6ヵ年計画」まで遡ることができる。しかし，

「6ヵ年計画」では公共事業費は大まかに４部門に区分されたにすぎず，

事業別長期計画の基礎とするにはきわめて不充分なものであった76）。

　以下，経済審議会における公共事業の審議を，財政懇談会で攻撃の的と

なった治山治水事業に絞って見ておきたい77）。

　経済審議会建設交通部会における建設省の基本姿勢は，「治山治水基本

対策要綱」（1953年）を根拠にして，できるだけ大きな予算額を「6ヵ年計
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画」に明記させ，次年度以降の予算折衝を有利に運ぼうとするものであっ

た。

　８月23日の建設交通部会において，建設省の専門委員は，原案の治山

治水事業費2,800億円は過少なので, 2,900億円に増額すべきであり，資

金が不足するならば，「治水公債」の発行を考慮すべきだと主張した78）。

　建設省は1955年９月初めに，1956（昭和31）年度の「重点施策要綱」

を決定したが，これは，毎年度200億円の建設公債の発行を謳い，大蔵省

の公債不発行論に正面から対抗する内容であった79）。

　この要綱は，公債の発行により安定した財源を確保し，以下の事業を実

施するとした。

　治山治水事業:「6ヵ年計画」に対応する「治水５ヵ年計画」（1956～60

年度）をたてる。この計画による事業は継続予算制度をとり，かつ地方公

共団体に対する政府の負担・補助率を引き上げることとし，財源の不足は

建設公債の発行でまかなう。

　道路整備事業：「道路整備費の財源に関する臨時措置法」（ガソリン税収

入を道路整備にあてる）を恒久化し，これに対応する長期道路整備計画をた

てる。また，有料道路の新設，管理を行うために道路公団（仮称）を設け

る。

　都市計画事業：各都市別に５ヵ年の都市整備事業を決定する。地方負担

分の財源に充てるために，シャウプ勧告により廃止された都市計画税を復

活する。

　この「要綱」に掲げられた（治水５ヵ年計画」８Ｏ）は，「治山治水基本対

策要綱」（1953年10月）を，「6ヵ年計画」に沿って，５ヵ年（1956～60年）
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の計画として組み直したものであった。事業規模は，「基本対策要綱」が

掲げた事業の約1/4であった。そのために必要な予算総額2,724億円のう

ち，「6ヵ年計画」が掲げた一般財源では1,974億円しかまかなえないの

で，残額750億円は特別財源（＝公債発行）によって調達するとした。こ

の「治水５ヵ年計画」は建設省内の案にとどまり，閣議決定を経た正式の

計画にはならなかった。

　「6ヵ年計画」の答申の「公共事業関係部門」（1955年10月12日　経済審

議会建設交通部会で承認）には，「治山治水基本対策要綱の主旨にのっとり

各水系ごとに総合的な治山治水計画を確定し，この積極的な実施を回り，

且つ河川の維持管理を一層徹底せしめるよう措置を講じて，国土の保全と

開発に遺漏なきを期する必要がある」との文言が盛り込まれ，建設省河川

局が金科玉条としていた1953年の「対策要綱」の主旨は尊重された81）。

しかし，予算額については，既得権にとらわれずに，白紙で経済効果を考

慮して重点を置くために，公共事業の部門別内訳は示すべきではないとい

う大蔵省の意見が通り82)答申には公共事業費の内訳は明示されなかった

（前掲，表31）。

　その後の実績を見ると，大蔵省の公共事業費抑制方針のもとで，治山治

水事業費は1958年度まで横這いを続けたが，1958年の狩野川台風，1959

年の伊勢湾台風による被害が相次いだために，1960年に「治山治水緊急

措置法」が制定され，「治山治水10ヵ年計画」（1960～69年度，総投資規模１

兆500億円）が閣議決定された83）。公共事業費の推移を見ると，食糧増産

対策事業費（1960年度から農業基盤整備事業費と改称）が1950年代後半から

60年代初めにかけて公共事業費全体における比重を低下させだのに対し，

治山治水事業費は，それまでの比重を維持したことがわかる（表34）。
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表34　公共事業費の推移（1954～1962年度）
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建設交通部会と住宅問題　住宅問題の解決は鳩山内閣の最重点課題であっ

た。

　鳩山内閣は「昭和30年度予算編成大綱」（1955年１月18日）の「重要施

策」の筆頭に「住宅対策の拡充」を掲げ，「現下における著しい住宅難を

すみやかに解消するため，住宅建設の総合計画を樹立するとともに，この

計画に基き，所要の財政措置を重点的に強化する」とした84）。その後1955

年２月に実施された総選挙では，自由党，日本民主党，右派社会党，左派

社会党がいずれも住宅対策をスローガンのトップに掲げ，住宅問題が脚光

を浴びた85）。選挙後に成立した第２次鳩山内閣は，３月７日に，1955年度

42万戸の住宅建設計画を発表した（建設省「住宅対策要綱」）86）。

　42万戸建設の基本となったのは，この時に建設省が立案した「住宅建

設10ヵ年計画」であり，1955年度初めの住宅不足数を約270万戸と推定

し，毎年の新規需要25万戸を満たしつつ，10年間で不足の解消を図ると

いうプランであった87）。

　「6ヵ年計画」は，「住宅建設10ヵ年計画」にもとづいて，計画期間中

（1955～60年度）に232万戸を建設するものとした88）。

　しかし，この計画の実現のための十分な財政的裏打ちがなされたわけで

はなく，計画の６割近くは，民間の自力建設（住宅金融公庫からの借入も行

わないまったく自力の建設）に依存する予定であった（表35）。計画初年度の
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表35　住宅建設10ヵ年計画（1955～1964年度）

1955年度予算においては，「1兆円予算」のもとで，一般会計の住宅対策

費はわずか４億円しか増額されなかった89）。その後，石橋内閣は，積極財

政政策のもとで，「住宅建設10ヵ年計画」を短縮して，1961年度までに

住宅不足を解消する「住宅建設５ヵ年計画」を立てたが，住宅不足の全面

的な解消にはつながらなかった9o）。「住宅建設10ヵ年計画」を実績と照ら

し合わせて見ると，1955～64年度までの10年間の住宅設戸数は計画を

25％上回ったものの，それは主として民間自力建設が計画をはるかに上

回ったことによるものであった。

　このように住宅建設に対する政府の寄与はそれほど大きくはなかったの

であるが，1955年に日本住宅公団が設立され（1955年７月８日公布「日本往
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宅公団法」にもとづき同年７月25日設立），公団住宅が供給さればしめたこと

は，通勤圈の拡大による四大都市圈の膨張という高度成長期の現象への対

応として注目される。住宅公団は，低所得者を対象とした公営住宅と，個

人の持ち家を中心とした住宅金融公庫という，それまでに設けられていた

２つの住宅供給制度の隙間を埋める制度として新設されたものであり，地

方自治体の行政範囲を超えて住宅を供給できる点で，公営住宅が持つ制約

をクリアーできる制度であった91）。

　（６）　財政投融資と民間資金の活用

開銀融資の民間肩代わりと全銀協投融資委員会の設置　８月末に大蔵省は，

郵便貯金の伸び悩みなどのために1955（昭和30）年度の財政投融資計画の

財源が不足するという理由から，財政投融資計画を組替える方針を固め92)

電源開発（株）および開銀に対する財政資金の一部は市中金融機関に肩代

わりさせる方針を打ち出した９３）（図13）。大蔵省側は，この組替え作業を，

翌1956（昭和31）年度の財政投融資計画の基本方針として民間資金の活用

を掲げるための伏線としていたようである94）。

　民間資金を動員するためには，その調整のための組織が必要である。

　10月１日，一万田蔵相は金融会代表を招いて懇談した。蔵相は, IMF

および世銀総会に出席して，「通貨価値の安定をはかることが第一義であ

り，このため金融正常化につとめる必要性を痛感した」と述べ，民間資金

の増大にともなって財政投融資の役割を民間に移して行くべきこと，民間

資金を活用するに当っては，民間の自主的な協力体制を確立し，「民間の

自主的な規制で十分やれるという態勢を示すべきである」ことを強調し
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図13　郵便貯金と銀行預金の伸び率

た95）。

　「資金委員会法案」は廃案となったものの，自由党などが法案を再提出

する可能性は十分あった。大蔵省は，市中銀行の側が先手を打って，自発

的に資金運用調整のための委員会を組織し，政党の企図を挫くのが得策だ

と考え，金銀協に対して委員会の設置を働きかけたのである96）。

　金銀協は９月上旬，検討開始からわずか１ヵ月で案を作成し，10月10

日の理事会で全国銀行協会連合会投融資委員会の設置を決定した（委員長

は迫静二念銀協会長）。

　従来から，市中銀行は金銀協融資自主規制委員会（1951年７月設置）を
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通じて不要不急方面への融資の抑制を行っていた。新たに設けられた投融

資委員会は，政府の方針に協力し，より積極的に産業資金供給を調整する

ことを目的とした。投融資委員会の審議事項として掲げられたのは，①銀

行の重要産業向け投融資方針の決定，②政府の投融資計画に対する銀行と

しての意見のとりまとめ，③財政投融資と銀行融資との調整，④各種債券

等の消化方針の決定，であった97)。

　このようにして，金銀協の主導で，財政投融資の民間への肩代わりのた

めの受け皿が作られた。

　開銀融資の市中銀行への肩代わりの調整が，この投融資委員会の初仕事

となり，金銀協のイニシアティブが試されることになった。この調整に失

敗すれば，政党の唱える政府による産業資金の直接的規訓諭が説得力を増

すことになる。金銀協内部も一枚岩ではなく，都市銀行，長期信用銀行，

地方銀行のそれぞれの利害が食い違ったので，調整は必ずしも容易ではな

かった98)。11月14日に金銀協理事会は開銀融資150億円の肩代わりとそ

の融資方法を決定した(電力80億円，その他70億円)99)。 150億円は，金銀

協が政府に協力すると決めた金額であり，それが最終的にオーソライズさ

れるためには閣議決定を必要とした。

　通産省は，財政投融資計画および開銀資金の運用方針は閣議決定を経た

正式のものであり，年度途中での変更は電力産業等に大きな影響を与える

ので，大幅な変更には賛成できないと開銀融資の肩代わりに反対してい

た100)。石橋通産相は電力融資の肩代わりを40億円に削減するように強く
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主張し，結局60億円で蔵相との間に妥協が成立したｌＯｌ）。

　しかし，11月21日の臨時閣議において，1955（昭和30）年度の開銀融

資計画額595億円のうち130億円（約22%)の肩代わりが決定したことに

より，大蔵省の意向が通った102）。

　金融緩慢のために市中金利が低下していたので，この措置により影響を

蒙るのは特別金利を適用されていた９電力会社だけであったにもかかわら

ず103），この問題は，財政投融資全体をめぐる政策運営とかかわっていた

ので波及効果は大きかった。

1956年度の民間肩代わり方針　大蔵省は，10月６日の省議で1956年度の

財政投融資計画を検討し，つぎのように大規模な財政投融資の民間肩代

わりを実施する方針を決めた104）。

①財政投融資の量的補完の役割をできる避け，民間に肩代わりする。

②質的補完の役割を果している，中小企業や新規産業に対する融資は従来

のままとする。

③民間への肩代わりの場合は，開銀・輸銀金利と市中金利との差をどうす

るかは今後検討するが，政府の利子補給は行わない。

　これに対し，産業界は民間肩代わりに否定的であった。経団連では，金

融緩和がいつまで続くか不明であるので，確固たる見通しがなければ賛成

できないという意見が強かった105）。電力事業連合会（9電力会社で構成）は，

翌年度も開銀融資が削減されれば，「電源開発６ヵ年計画」（1955～60年度）
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も根底からくっがえると，12月23日に，大蔵省，通産省，自民党などに

対して，1956年度の財政投融資削減に反対の陳情を行った106)。

通産省の財政投融資に対する方針　通産省が９月初めに翌1956年度の財

政投融資計画を検討した際には，不況のために企業の設備投資意欲が欠け

ているので，翌年度の財政投融資を増額する必要があるという意見強く，

通産省内部から，産業公債を発行すべきであるという議論が高まった107)。

　大蔵省が財政懇談会を利用したように，通産省は産業界の首脳を集めた

顧問会議を用いて，みずからの意見を対外的にアピールしようとした。９

月９日に１年ぶりで開催された顧問会議では，国際競争力をつけるために

合理化投資を盛んにすべきである，｢6ヵ年計画｣の投資規模は小さすぎ

るなどの意見が出されたｌＯ８）。

　しかし，通産省は，大蔵省や財政懇談会が大々的に展開しつつある財政

投融資の見直しのキヤンぺーンとの正面対決を避けて，積極論一般槍の主

張を軌道修正した。すなわち，1955年10月初めに通産省は，1956(昭和

31)年度の開銀融資について，つぎのような新たな方針を打ち出した109)。

　それは，開銀の役割の重点を，量的補完から質的補完に移すという大蔵

省の方針を表面上は受け入れつつ，開銀の融資基準を緩め，実質的には，

開銀の規模を維持ないし拡大しようとするものであり，その具体的な内容

は以下の通りであった。

①鉄鋼，硫安工業，合成繊維工業の一部などは，開銀融資を民間融資に切

り替える。

②電力，海運，石炭産業に対しては，今後も相当量の低利資金を供給する
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必要がある。電力への貸出金利は, 6.5%から5％に下げる。

③産業構造の近代化，合理化のために，リスクの大きい新規投資を行う必

要がある石油化学，石炭化学などに対しては，返済に多少の心配はあって

も，その企業の将来の地位が重要であれば融資できるようにする。そのた

めに，日本開発銀行法第18条を改正する。

④開銀融資ベースに乗りにくい事業（機械設備事業団,石油資源開発会社など）

に対しては，開銀が出資・投資も出来るようにする。

　通産省は，1956年度の財政投融資計画の作成に際しても，原局の提出

した要求額合計1,600億円を, 1,390億円に絞り込んだ。これは，1955年

度の要求額の1,633億円と較べると大幅な削減であった110）。

　（7）1956年度予算と「経済自立５ヵ年計画」

「昭和31年度予算編成の基本方針」と公債発行論　1955年12月25日に

「昭和31年度予算編成の基本方針」が閣議決定された1１１）。この基本方針

は，一方で「今後も経済健全化の基調を堅持し，インフレを避けつつ，経

済の自立発展をはかることが必要である」として，引締め政策の持続を唱

えながら，他方で，「経済自立５ヵ年計画の初年度として，とくに生産基

盤の強化，輸出の振興，雇用の促進等をはかるもの」とした。

　列挙された具体的政策では，公債の不発行，地方財政の健全化，「財政

と金融の総合一本化」が重視され，緊縮政策の持続を強調する内容であっ

た。

　「財政と金融の総合一本化」の内容は，つぎのように説明されている。

　金融の正常化の方向に沿い，財政投融資と民間資金との総合的活用により，経済
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自立に必要な資金を重点的に確保する。

　これがため

(1)財政投融資の原資をおおむね2,450億円と予定し，質的補完の役割に重点を置き，

市中金融に依存し難い部門に集中的に投下する。

(2)財政投融資の原資の減少と金融正常化の情勢にかんがみ，重点産業，公社，特定

道路整備，住宅建設，北海道開発等の資金については，できる限り民間資金の活用

にまつ。

　これに先立つ12月16日に，通産省は予算編成大綱を発表し112）,つぎ

のような基本方針を呈示した113)。

　今日わが国財政経済に課された最大の任務は，一面においてインフレーションの

発生を防止しつつ，しかも雇用を急速に増大し，失業の絶滅を期することにある。

昭和三十一年度の予算は右の任務の遂行を強力に推進することを目途とし，次ぎの

方針に従ってこれを編成された。

(1)経済６ヵ年計画の線にそい，労働人口の増加に応じて，政府および民間の事業費

を拡大するごとく処置すること。

(2)予算を一般歳出と投資的歳出とに区分して考案し，前者は極力これを節減すると

ともに，後者に関しては，資材等の供給に無理を生ぜざる限りの増額を行うこと，

これがためには予算上の財源の補足として一定限度の国債の発行をも認めること。

[(3)～（６）省略]

　通産省は，1956年度財政投融資の財源として国債(産業投資特別会計)

約300億円を発行したいと考えていた114)。

　また，12月14日の自由民主党政調会総会においては，積極政策を打ち
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出すべきであるとする意見が強く，「道路公団を新設し建設公債を発行す

べきである」，「経済５ヵ年計画では原子力産業の育成に対し，農業関係の

増産の裏打ちが少ない。この不均衡を是正すべきである」，公共事業費は

「着工したものは１年ごとに予算査定せず，長期の継続事業としてワクを

確保すべきである」といった議論も出た115)。

　大蔵省は，11月29日には一般会計の歳出規模を１兆296億円に抑えた

大蔵原案を決定し，総額2,473億円（前年度と較べて292億円の減）の財政

投融資計画の原案と併せて，12月30日の臨時閣議に提出された116)。

　このように，政党や通産省の側から公債発行をも射程に入れた積極的経

済政策構想が強く主張されたにもかかわらず，それらはあまり影響力を持

たなかった。その理由としては，つぎの２点が指摘できる。

　第１に，財政懇談会などを用いた大蔵省のキャンペーンが成功し，自民

党などが積極論を唱えにくくなった点である。

　第２に，1955年に「数量景気」が浸透してくるにつれて，経済界が，

均衡財政論に固まったことである。経済界（とくに金融分野以外の産業界）

のなかには，当面の不況の克服策として1955年6～7月頃には積極政策を

唱える者もいた。しかし，９月以降，均衡財政論一色となっていった。

　その理由は，長期的に国際競争力を強化するためには均衡財政を堅持し，

インフレを起さないことが肝要であるという認識，また，政党のばら撒き

政策への警戒感から，1955年９月以降，経済界では均衡財政論一辺倒に

なったものと思われる117)。

　1955年８月に経済同友会財政金融部会が各委員に対して行ったアンケ

ート調査では，拡大財政を可とするもの6，緊縮財政を可とするもの20

であり118)緊縮財政論が大勢であった。中山素平経済同友会財政金融政
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策部会長は，同友会の見解として，「世界的な不況という事態でもない限

り，当分公債発行はなすべきではなく歳入の範囲内で重点的な予算を編成

し，併せて民間資金を真に活用する方途を議ぜられることを望む」と述べ

た１ｌ9）。

自由民主党の反発　12月30日の閣議に一万田蔵相が提出した1956（昭和

31）年度予算大蔵省原案に対して，河野一郎農相，馬場元治建設相から，

公共事業費の削減，砂糖輸入益金の財源への計上について異論が出，閣議

が紛糾した。蔵相は，民間資金1,600億円の活用を見込んでいるから，公

共事業の実施に支障はないとしたが，閣僚の中には，民問責会話用の具体

的計画が欠けている，民間資金を用いた場合の利子補給の裏付けがはっき

りしない，など，なお納得できないという意見が強く，大蔵省原案の再提

出を求める事態になった120）。

　このように予算原案をめぐって不満が噴出しだのは，それまで大蔵省が

自民党の要求を抑えて，緊縮予算案を編成してきたためであった121)。「経

済自立５ヵ年計画」は，内容はそれほど積極的なものではなかったにもか

かわらず，自民党が大蔵省に対し，予算原案の修正を迫り，復活折衝を有

利に行うための根拠としての意味を持った。

　1956年度大蔵省予算原案が，「経済自立５ヵ年計画」を十分に織り込ん

でいないという批判に答えるため122），大蔵省は，1956年１月６日，自民

党政綱会に，「経済自立五ヵ年計画と三十一年度概算の関連について」123)
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を提出した。そのなかで，公共事業，食糧増産，住宅関係，雇用，外航船

舶，電話拡充の５点について，大蔵原案が「経済自立５ヵ年計画」と矛盾

しないと説明した。

　しかし，1956年度予算大蔵省原案をめぐっては，１月中，激しい復活折

衝が行われ，自民党の要求した公共事業費などの155億円の復活要求が認

められた124)。国会に提出された一般会計の予算規模は，１兆349億円で

あった。

　1956（昭和31年度）予算案において，財政投融資の規模は2,592億円，

「民間資金の活用」見込み額は，1956年度に1,397億円にのぼっか（表36）。

予算局設置構想　保守合同後の1955年11月22日に成立した第３次鳩山

内閣は，行政改革の実施を公約として掲げ，12月26日に第３次行政制度

審議会を発足させた125)。行政管理庁長官は，農相河野一郎の兼務であっ

た。

　党人派である河野は，就任早々，大蔵省主計局を総理府に移管するとい

う構想を打ち上げた。政党政治のもとにあっては，政党が予算編成の主導

権を握るべきであるという主張がその基本にあったことは言うまでもない。

予算は，長期経済計画と整合するように，総合的な観点から組まれるべき

あるとされ，経済企画庁に予算局を置くことが考えられた126)。

　予算局設置論は，なんら具体的な制度改革に結びつかないまま終るが127)

こうした河野の構想は，「三十一年度予算案の編成および党内，閣内の政
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表36　1956年度財政投融資計画の民間資金活用見込み額
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治的取引に有利な立場を確保しようとする政治的意図にもとづくもの」128)

と見られた。

金融機関資金審議会の設置　1955年10月に全銀協に投融資委員会が設置

され，「資金委員会」設置の問題は決着がっくかに見えたが，翌年度に大

規模な「民間資金の活用」を見込む方針が決まると，民間資金を規制する

ために「資金委員会」を設置すべきであるという意見がふたたび浮上して

来た。

　「資金委員会」の設置を強く求めたのは，自民党政調会であった。「昭和

三十一年度予算で民間資金の活用を大きく打ち出しており，また経済五ヵ

年計画にそった投融資政策を進めるためになんらかの形でこれらの資金を

国の必要とする部門に重点的に振り向けるための法的な裏付けが必要であ

る」というのが，その理由であった129)。金銀協投融資委員会による開銀

融資の肩代わりが順調に進んでいない，金融緩慢にもかかわらず中小企業

に資金が流れていないなどの具体的な問題も，その背景にあった。

　自民党とは別に通産省は，１月20日,｢投資協議会」の設置を提案した130）。

これは，財政投融資計画に盛り込まれた民間資金の活用を円滑に進めるた

め，経済企画庁の諮問機関として官庁（経済企画庁，大蔵省，通産省など），

産業界，金融業界，学識経験者により構成される投資協議会を設置しよう

というものであった。法的規制を伴わない点で，自民党案よりも緩かった。

　経済界は，政党の要求が強まり，財政の均衡が崩れることには強い警戒

感を示しながらも，経済・産業政策に計画性を持たせるという点では，自
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民党などの主張と一致していた。

　金融財政事情研究会が第３次鳩山内閣の発足後に行った，産業企業への

アンケートでの質問，「保守新党の出現に対して特に経済政策面で何を希

望されますか」に対する回答においては，「財政的裏付けのある長期経済

計画の策定」（東京電力），「経済政策は連続性，持続性を持つ必要がある」

（日立造船），「何よりも経済計画の樹立とそれに基く経済政策の強力な実

施」（住友電工），「長期的な経済政策を策定し，政府が一体となってこれが

実現に当ること」（東洋レーヨン）など，実行性のある長期経済計画の策定

を求める声が非常に強かった131)。

　金融界は「資金委員会」に反対したが132) 1月末に，大蔵省は，法律

にもとづかない大蔵大臣の諮問機関として「資金委員会」の設置もやむな

しとの結論に達し133），2月３日の自民党政調小委員会決定で最終的に決

着を見た134)。

　2月21日，金融機関資金審議会の設置が閣議決定された。この審議会

は，「金融機関の資金運用に関し，経済５ヵ年計画その他国の施策に順応

し，民間資金活用等につき適切な実施を図る目的をもって，資金運用の基

本方針について審議する」ことを目的とした。民間資金への肩代わりの調

整は金銀協投融資委員会が引き続き行うので，この審議会の役割は，基本

方針の審議に限られた135)。

　1950年代における資金調整のための機関の変遷は複雑なので，これを

図示しておきたい（図14）。
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図14　資金調整のための政府・民間の主な機関

　（8）小括

　1955年の「金融正常化」（＝金融緩和）を契機に，民間企業の設備資金

調達における政府資金の比重は急速に低下し，他面では，民間金融機関の

資力が充実し，企業グループが形成され始めた。

　この年には，「1兆円予算」の緊縮政策から拡大均衡への脱皮が論じら

れ，緊細論と積極論とがせめぎあった。完全雇用を目指し，産業の高度化

を掲げる「経済自立５ヵ年計測」は，計画の中味の消極性にもかかわらず。
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積極論の拠り所となった。

　しかし，全体的な雰囲気では，均衡予算を放棄して積極財政政策に転じ

ることにはためらいがあった。とくに，経済界は対外均衡を重視し，積極

政策への転換に消極的であった。不況克服のために積極政策を求める声も

あったものの，急速に金融緩和が進み，景気が回復する（「数量景気」）と，

財政の出動を求める意見は弱まった。

　1955年の財政政策の争点は財政投融資，とりわけ，「民間資金の活用」

問題であった。そもそも財政投融資は，郵便貯金等の資金運用部資金，簡

易保険資金，政保債等の発行による資金などが主たる原資である。すなわ

ち，郵便貯金や簡易保険の形で直接的に大衆貯蓄が集められるか，あるい

は，政保債の民間金融機関引受けという迂回路を経由して大衆貯蓄が動員

されるかでは，形は異なるものの，大衆の自発的貯蓄が主たる原資である

ことに変わりはない。

　1950年代初めには，政府資金供給は民間の設備投資資金の５割という

大きな比重を占めた。開銀等の政府金融機関が，郵貯等が集めた大衆貯蓄

を元手に，市中銀行と並んで，民間企業に設備投資資金を供給した。これ

は，財政投融資を通じた設備投資のコントロールが可能であったことを意

味し，1953年～54年の引締め政策の成功はそれを裏付けるものである。

　1954～55年には財政投融資の原資は伸び悩んだ。「金融正常化」を期に，

民間の産業金融の分野を民間金融機関に委ねる方針に転じた大蔵省は，財

投原資の不足を切っ掛けにして，財政投融資による民間への資金供給の縮

小，「民間資金の活用」を図ろうとした。これに対して自由党や通産省は，

財政投融資の役割を重視し，公債発行により民間金融機関の資金を吸収し，

財政投融資の原資を補おうと考えた。この方針は，大蔵省や金融界の主張

とは対照的に，開銀等の政府金融機関の拡大を意味する。この２つの意見

のうちで，開銀の締小論が優位を占めた背景には，1950年代前半に，大

蔵省の主導により，長期金融資金の制度が整備されてきたという事実があ
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った。

　しかし，他方では，それまでの経済運営が計画性に欠けていたとし，産

業発展のために長期経済計画が不可欠だという世論のコンセンサスが存在

した。「経済自立５ヵ年計画」はそうした世論を体現したものであった。

　計画性という観点からは，これまで財政投融資が行ってきた部分を民間

金融機関へ委譲するに際しては，民間金融機関の融資を政府が規制すべき

だということになる。民間金融機関の側は，政府の介入を望まず，自主的

に規制を実施する方式を考案し，大蔵省もこれを支持した。自由民主党

（1955年10月に保守合同にょり成立）や通産省は，政府の機関（委員会ないし

審議会）を通じる何等かの政府によるコントロールが必要であるとした。

　最終的には，金融機関資金審議会という形で，民間金融機関の自主調整

を基本とし，同時に，政府が発言権を確保しつつ，財政投融資と民間資金

との調整を行う方式が採用された136)。

　しかし，民間金融機関主導の産業資金調整システムが，その後，順調に

運営されて行ったわけではない。マクロ的な経済運営のレペルでは，景気

過熱の際の設備投資の調整を民間金融機関の側が自主的に行うことは不可

能であり，大蔵省や日銀の介入が必要となった（典型的には1961年の金融引

締め）。

　また，経済発展のために設備投資の効率化を図るという産業政策のレペ

ルでは，通産省や産業界は，民間金融機関が主導する方式では，重要産業

への資金が十分に確保されない，重複投資が生じるなどの問題が生じると

批判し，通産省や産業界の意見が反映されることを求めた。産業の側の金

融への発言権の強化という問題は，有名な「特定産業振興臨時措置法案」

（1962～63年）や木川田一隆経済同友会代表理事が提唱した「構造金融論」

（1966年）にまで尾を引くことになる。
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